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委員のご意見等に対する県の見解        
委員のご意見 県の見解 

＜藤内委員＞ 

公立幼稚園について、認定こども園への移
行に関する調査を実施し、それもふまえたう
えで審議していくことが望ましい。 

 
 
各市町に認定こども園（公立・私立）の設置

予定について照会したところです。 
認定こども園の新設、移行（幼稚園⇒認定

こども園、保育所⇒認定こども園）予定につい
ては、とりまとめのうえ次回会議にてご報告し
ます。 
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委員のご意見等に対する県の見解        

委員のご意見 県の見解 

＜駒田委員＞ 

①「量の見込み」について、ニーズ調査の
結果と実績（利用状況等）のかい離につい
て要因などをご報告いただきたい。 

②病児保育事業については、病後児につ
いても考えていただきたい。 

 
 
①各市町から県へ「量の見込み」をご報告い
ただく際に、「ニーズ調査結果の補正にあた
っての考え方」を把握するための調査を実施
しました。 
 ニーズ調査の結果と実績（利用状況等）の
かい離の要因等については、第４回会議の
審議事項（２）の資料のとおりです。 

②病児・病後児保育事業については、現在１
０か所で実施されており、広域利用を含めると
１０市８町で利用可能となっています。 
 １０か所の内訳は、病児対応型８か所、病後
児対応型２か所であり、病児対応型において
はすべての施設で病後児の利用も可能とな
っています。 

 県では、病児・病後児保育事業を実施する
市町や広域対応支援事業（※１）を実施する
市町に対して補助を行っています。 
 また、平成 26 年度からは病児・病後児保育
施設整備事業（※２）を実施するなど、引き続
き、市町が実施する病児保育事業を支援して
いきたいと考えています。 
 
※１：広域対応支援事業 

病児・病後児保育事業を実施する市町におい
て、新たに周辺市町の児童も受け入れ、広域で連
携して事業に取り組む場合、事業開始から３年以内
の補助を行います。 
 
※２：病児・病後児保育施設整備事業 
 病児・病後児保育施設の整備を支援する市町に
対して補助を行います。 
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委員のご意見等に対する県の見解       

委員のご意見 県の見解 

＜青山委員＞ 

①保育士確保については、保育関係団体
から保育士養成校に定員増等を働きかけて
おり、県からも働きかけをお願いしたい。 

②安心こども基金を活用した奨学金制度の
創設について検討していただきたい。 

③県から市町に対して新制度の趣旨等をし
っかりと伝達していただきたい。 

 

①保育士確保については、離職防止と潜在
保育士の再就職に向けた取組が第一の課題
であると認識しており、保育士・保育所支援セ
ンター事業等を通じて、これらの課題につい
て保育士養成校ほか関係機関と協議を行う
中で、定員増の必要性についても検討したい
と考えています。 

②安心こども基金を活用した保育士修学資
金貸付制度（※事業概要参照）については、
県社会福祉協議会等に委託し、保育士資格
の習得を目指す学生に対し、2 年間を限度と
して無利子で修学資金を貸し付けるもので
す。卒業後、1 年以内に保育士登録を行い、
県内の保育所で 5 年間勤務した場合には返
還が免除となります。 

安心こども基金の存続の有無は明確になっ
ていませんが、子どもの貧困対策の観点から
も、奨学金制度の必要性について検討してい
きたいと考えています。 

※事業概要 
・財源負担  
貸付金：国３／４ 県１／４ 

 貸付事務費：国１０／１０ 
・補助基準額  
貸付額：月 5万円以内   

 貸付の初回に入学準備金：20 万円 
 卒業時に就職準備金：20 万円 
※別途生活保護受給世帯に加算あり       
貸付事務費：570 万円 
※生活費加算を行う場合は 720 万円 

③県では、国から通知等があった際には、速
やかに市町へ伝達しています。 
 また、国の説明会が開催された際には、県
と市町の地域づくり連携・協働協議会におけ
る「新たな子ども・子育て支援に関する検討
会議」を開催するなど、適宜、情報交換、情
報提供を行っています。 
 引き続き、市町の担当者に新制度の趣旨等
について理解を深めていただけるよう、丁寧
な周知、助言を行っていきます。 
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委員のご意見等に対する県の見解        

委員のご意見 県の見解 

＜小田委員＞ 

新制度においては、放課後児童支援員
の要件として県が実施する研修を受講する
ことが求められることになるが、今後、県でど
のような研修を実施していくかしっかりと検
討していただきたい。 

 

放課後児童支援員とは、国が定めた「放課
後児童健全育成事業の設備及び運営を定め
る基準」により、所定の要件（※）を満たすとと
もに、知事が行う研修（認定研修）を受講し、
修了証の交付を受けた者を言います。 

国は、放課後児童クラブの質の向上のため
の研修企画検討会において、「認定研修ガイ
ドライン」を策定することとしています。 

県では、放課後児童支援員として必要な
知識、技能を修得していただけるよう、国の策
定するガイドラインに基づいた研修の実施に
ついて検討します。 

※所定の要件（基準第１０条第３項・一部省略） 
放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該

当する者であって、都道府県知事が行う研修を修
了したものでなければならない。  
一 保育士の資格を有する者  
二 社会福祉士の資格を有する者  
三 高等学校卒業者等であって、二年以上児童福
祉事業に従事したもの  

四 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等
教育学校の教諭となる資格を有する者  

五 大学において、社会福祉学、心理学、教育
学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する
学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業し
た者  

六 大学において、社会福祉学、心理学、教育
学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する
学科又はこれらに相当する課程において優秀な
成績で単位を修得したことにより、同法第百二
条第二項の規定により大学院への入学が認めら
れた者  

七 大学院において、社会福祉学、心理学、教育
学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する
研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業
した者  

八 外国の大学において、社会福祉学、心理学、
教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修
する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒
業した者  

九 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放
課後児童健全育成事業に類似する事業に従事し
た者であって、市町村長が適当と認めたもの  



- 5 - 
 

 

 

委員のご意見等に対する県の見解        

委員のご意見 県の見解 

＜金森委員＞ 

今後、国において人員配置の基準が設
定されていくと思うが、国が設定した基準が
果たして適切なのかということを三重県にお
いても検討していただきたい。 

 

国における人員配置基準（省令）は、以下
のとおり（※１）となっています。 

県では、各施設に対して、幼稚園は国の基
準により、また、保育所・認定こども園は、国
の基準に基づき定めた条例（幼保連携型認
定こども園については制定予定）（※２）の基
準により人員配置を求めています。 

新制度において、たとえば 3 歳児では職
員配置を改善（２０：１⇒１５：１）とした場合に、
給付単価の加算措置が行われる予定です。 

また、国の予算議論を待つ必要があります
が、1 歳児の職員配置の改善（６：１⇒５：１）、
４・５歳児の職員配置の改善（３０：１⇒２５：１）
が検討されています。 

また、各市町においては、国（県）の基準を
上回る人員配置基準とすることができます。 

県では、こうした職員配置の改善に要する
経費の一部を負担することにより、各市町の
職員配置の改善を支援していく予定です。 

※１：国の人員配置基準 
・幼稚園設置基準 

各学級に少なくとも教諭等を一人置かなければ
ならない。 
・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（保
育所） 
・幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設
備及び運営に関する基準 
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律第 3 条第 2 項及び第 4
項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及
び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に
関する基準 
 ０歳児…３：１、１～２歳児：６：１、3 歳児…２０：１ 
 4～5 歳児…３０：１ 

※２：条例 
県条例においては、国の人員配置基準が従うべ

き基準とされており、県の実情に国の基準を上回る
ものとすべき事情、特殊性はないことから、国の基準
どおり制定しています。（幼保連携型認定こども園は
制定予定です。） 
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委員のご意見等に対する県の見解        

委員のご意見 県の見解 

＜田口委員＞ 
 
保育士等、放課後児童支援員の質の向

上のための研修の充実については県の役
割であり、今後の見通しを立てて実施して
いく必要があると思う。 

 

幼稚園教諭、保育士等に対する研修につい
ては、これまで県事業（事業者への委託等）、
市町等への支援（補助金）、市町単独事業に
より実施してきたところです。 
 また、放課後児童支援員に対する研修につ
いても県事業（事業者への委託）、市町単独
事業により実施してきたところです。 

子ども・子育て支援法に基づく「基本指針」
において、県は子ども・子育て支援事業支援
計画に「保育教諭、幼稚園教諭、保育士、地
域子ども・子育て支援事業に従事する者等の
資質向上のために講じる措置に関する事項」
を定めることとされています。 

また、幼稚園教諭、保育士、放課後児童支
援員等は、児童虐待、外国籍児童、障がい
児、養育困難家庭の子どもと保護者への支
援など、以前にも増して専門性が求められて
おり、質の向上に向けた研修の充実は、時代
の要請であると認識しています。 

特に放課後児童支援員については、国が
定めた「放課後児童健全育成事業の設備及
び運営を定める基準」により、所定の要件
（※）を満たすとともに、知事が行う研修（認定
研修）受講し、修了証の交付を受けた者でな
ければならないとされています。 

県では、放課後児童支援員として必要な
知識、技能を修得していただけるよう、国の策
定するガイドラインに基づいた研修を実施し
ていく予定です。 
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委員のご意見等に対する県の見解        

委員のご意見 県の見解 

＜沼口委員＞ 

 今後、保育士確保に向けた取組を進めて
いくようだが、どのような方策を講じていこう
としているのか分からない。 

 

年度途中に保育士が確保できず、保育の
必要な低年齢の児童が入所待機となってい
る実情があるなど、保育士確保が喫緊の課題
となっています。 

前回の会議資料でお示ししましたが、平成
２５年度の県内保育士養成施設の就職状況
をみると、保育士資格を取得した学生のうち、
保育所に就職したのは６５．９％にとどまって
います。 

また、県内の私立保育所に勤務する職員
の通算勤続年数は平均９年２ヶ月となってい
ます。 

さらに、国がハローワークにおいて実施し
た調査結果によると、保育士として就職を希
望しない求職者は、賃金が希望と合わない、
責任の重さ、再就職にあたってのブランクへ
の不安等を理由としてあげています。 

こうしたことから、平成２５年度から保育士就
職ガイダンス、保育士就職フェアを開催し、保
育士・保育所支援センター事業を実施してい
るところですが、平成２６年度は潜在保育士を
対象とした就業意向調査により人材の掘り起
こしを追加して行います。平成２７年度以降に
ついては、皆様からの意見を参考に、事業の
拡充について検討したいと考えています。 
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委員のご意見等に対する県の見解        

委員のご意見 県の見解 

＜田部委員＞ 

 三重県には子ども条例があり、それを保
育の質の向上にどのように活かしていくかを
考えていただきたい。 

  

県では、保育士や幼稚園教諭等を対象
に、様々な人権問題について正しい理解と専
門的な知識を習得する場として、人権保育専
門講座を実施しています。（平成 26 年度は
県内 11 ヶ所で 24 講座を開催する予定） 

 
「三重県子ども条例」の基本理念（※）を大

切にし、次代を担う子どもの自己肯定感が高
まるような幼児教育や保育が実践されるよう、
この人権研修のテーマとして検討していきた
いと考えています。 

 
 

※基本理念 
・子どもを権利の主体として尊重すること 
・子どもの最善の利益を守ること 
・子どもの力を信頼すること 

 


